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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成30年7月5日(2018.7.5)

【公表番号】特表2017-522178(P2017-522178A)
【公表日】平成29年8月10日(2017.8.10)
【年通号数】公開・登録公報2017-030
【出願番号】特願2016-574375(P2016-574375)
【国際特許分類】
   Ｂ０５Ｃ   5/02     (2006.01)
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   Ｂ０５Ｄ   7/24     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｂ０５Ｄ    1/26     　　　Ｚ
   Ｂ０５Ｄ    7/24     ３０１Ｅ
   Ｂ０５Ｄ    3/00     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成30年5月23日(2018.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製造物品の塗装面（１８）の上に、層流化した高分子のリボン（１６、１７）の膜を液
圧で押出すためのダイ（１０）であって、
　下部エッジと、前記下部エッジと隣接してかつ平行して、その中に形成された真っ直ぐ
な細長いギャラリの溝とを備えた結合可能面を有する第１ダイ本体（２３）と、
　下部エッジと、前記下部エッジと隣接してかつ平行して、その中に形成された真っ直ぐ
な細長いギャラリの溝（５０）とを備えた結合可能面を有する第２ダイ本体（２８）と、
　前記第１ダイ本体（２３）の部品と前記第２ダイ本体（２８）の部品との間に配置され
、前記第１ダイ本体（２３）の部品及び前記第２ダイ本体（２８）の部品の前記結合可能
面の過半と概ね一致する、薄いシート材料のスペーサ（２６）であって、およそ前記リボ
ン（１６、１７）の所望の幅である幅を持つ下部エッジを取り除いた切欠き部（４４）を
有するスペーサ（２６）とを含み、
　前記第１ダイ本体及び前記第２ダイ本体が、下部エッジ及びその中のギャラリの溝に整
合して接続され、前記スペーサが前記結合可能面の間で接触して配置され、
　前記スペーサの切欠き部が、入口から膜形成材料を受け取るための整合した前記ギャラ
リの溝の間で、開口容積を作るように前記ギャラリの溝（５０）に対して設置され、前記
スペーサの切欠き部が、所定の速度で、膜形成材料の非分離のリボン（１６、１７）を液
圧で排出することができる、前記ダイ本体の前記下部エッジに沿ったスロット状の材料排
出出口（５８）を画定し、
　前記スペーサの切欠き部（４４）及び前記ギャラリの溝（５０）によって形成された前
記開口容積に、エマルジョン形態で膜形成高分子材料を収容するための材料入口（２２）
を含むダイ（１０）。
【請求項２】
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　前記入口から、前記スペーサの切欠き部（４４）及び前記ギャラリの溝（５０）によっ
て形成された前記開口容積まで、前記材料の流れを急停止及び急開始するための前記ダイ
（１０）に支持された遮断弁（３０）をさらに含む、請求項１に記載のダイ。
【請求項３】
　前記スペーサの切欠き部のエッジの表面がその反対側で広がり、押出された前記膜を放
出中にわずかに外側に広げさせる、請求項１に記載のダイ。
【請求項４】
　ポリ酢酸ビニル（ＰＶＡ）のエマルジョンを前記材料入口に供給するための源（６０、
６２）をさらに含む、請求項２に記載のダイ。
【請求項５】
　ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）のエマルジョンを前記材料入口に供給するための源をさらに
含む、請求項２に記載のダイ。
【請求項６】
　自動車車体部品の仕上げ面に、層流化した剥離可能な高分子の保護膜を液圧で適用する
ための、請求項１に記載のダイ（１０）を含むロボットのシステムであって、前記ダイを
運んで、前記ダイを自動車車体部品の塗装面の上で平行移動させるように適合されたプロ
グラム可能なロボット（１４）をさらに含む、システム。
【請求項７】
　前記ロボット（１４）が、重複ストロークで、かつ、前記高分子の材料が前記ダイから
放出される速度と等しい速度で、前記自動車車体部品の塗装面に対して前記ダイ（１０）
を動かすようにプログラミングされた、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　排出スロットの幅が、約８０ｍｍ幅のリボン（１６、１７）を作り出す、請求項７に記
載のシステム。
【請求項９】
　約１２０００センチポアズの粘度を持つポリ酢酸ビニルのエマルジョンを、前記ダイの
入口に液圧で提供するための源（６０、６２）をさらに含む、請求項６に記載のシステム
。
【請求項１０】
　前記入口から前記ダイ（１０）の前記ギャラリ（３４、３６）まで、材料の流れを急開
始及び急停止するための前記ダイに支持された遮断弁（３０）をさらに含む、請求項９に
記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ダイが温度制御部材をさらに含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ダイと、膜の層流化層が堆積した前記自動車車体部品の表面との間の間隔が約１５
ｍｍである、請求項６に記載のロボットのシステム。
【請求項１３】
　自動車の表面を、非噴霧化のエマルジョン化した高分子材料の１つ又は複数のリボンを
前記表面の上に液圧押出することによって保護するための方法であって、
　ａ．外側に広がった内側エッジ（４９）と前記エッジ間での実質的に均一の厚さとを備
えた単一の細長いスロット形状の出口を有するアプリケータダイ（１０）に、空気を含ま
ない非噴霧化形態の高分子系のエマルジョン化した材料を供給する工程、
　ｂ．前記高分子のエマルジョンの非噴霧化かつ非分離のリボンが前記ダイから放射して
、所定の距離については全幅に発散して、次いで、より狭い幅に収束し始める工程、
　ｃ．ロボット（１４）を使用して、前記表面からおよそ前記所定の距離で、前記アプリ
ケータダイを設置して、放射した前記リボンを、およそ最大幅の点で前記表面に接触させ
る工程、及び
　ｄ．前記アプリケータダイ（１０）を移動させ、前記表面の上で前記リボンを分布させ
る工程
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を含む方法。
【請求項１４】
　前記ダイ（１０）が、前記エマルジョン化した高分子材料が前記出口のスロットから放
射される速度と等しい速度で、前記表面に対して移動する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ａ．赤外線の適用によって又は対流加熱によって、前記表面に適用された前記材料を硬
化させる工程、及び、その後、
　ｂ．剥離することで硬化した前記材料を除去する工程
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記材料が、約１２０００センチポアズの粘度を持つポリ酢酸ビニルの水性エマルジョ
ンである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　複数の重複リボンを、反対方向に交互に前記表面の上で分布させる、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１８】
　自動車車体部品のプライマー被覆表面に耐チップコーティングを適用する方法であって
、
　ａ．外側に広がった内側エッジ（４９）を備えた単一のスロット形状の出口（４４）を
有するアプリケータダイ（１０）に、空気を含まない非噴霧化エマルジョン形態の高分子
系の材料を供給して、特定の距離で発散するのが終わり収束し始めたわずかに発散した幅
で、前記スロットから前記材料のリボン（１６、１７）を放射させる工程、
　ｂ．ロボット（１４）を使用して、前記リボンを発散するのが終わった点で前記表面と
接触させる前記表面からの距離に、前記アプリケータダイを設置する工程、
　ｃ．ロボットを使用して、前記表面に沿ってアプリケータダイ（１０）を移動させて、
前記表面に沿って前記リボンを分布させる工程、
を含む方法。
【請求項１９】
　少なくとも部分的に湿っている間に、適用された前記リボンの高分子のエマルジョンの
上に追加の車体色塗料を適用する工程をさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記材料が、有機溶媒中のポリ塩化ビニルのエマルジョンである、請求項１８に記載の
方法。
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